
卓越大学院プログラム委員会規程 

平成３０年４月１日 規程第３８号 

改正：令和 ２年５月７日 規程第１４号 

（目的） 

第１条 この規程は、独立行政法人日本学術振興会研究拠点形成費等補助金審査

等業務規程（平成１５年１０月１日規程第３０号）第３条第２項の規定に基づ

き、卓越大学院プログラム委員会（以下「委員会」という。）の組織及びその運

営について定めることを目的とする。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、独立行政法人日本学術振興会理事長（以下「理事長」とい

う。）の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。 

一 研究拠点形成費等補助金（卓越大学院プログラム）（以下「補助金」とい

う。）における「卓越大学院プログラム」の審査及び評価に関する事項 

二 その他理事長が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 委員会は、委員３０人以内で組織し、委員は、学識経験のある者のう

ちから、理事長が任命する。 

２ 委員会に専門の事項を調査するため、専門委員を置く。 

３ 専門委員は、大学の教員及び専門の事項に関し学識経験のある者のうちか

ら、理事長が任命する。 

（委員の任期等） 

第４条 委員の任期は、原則１年とし、その欠員が生じた場合の後任の委員の

任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任することができる。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、退任するも

のとする。 

４ 委員及び専門委員は、非常勤とする。 

（守秘義務等） 

第５条 委員又は専門委員は、調査審議に関する秘密を他に漏らしてはならな

い。 

２ 委員又は専門委員は、次に掲げる行為をしてはならない。 

一 独立行政法人日本学術振興会の信用を傷つける行為。 

二 職務上知り得た秘密を漏らす行為。その職を退いた後も同様とする。 

三 独立行政法人日本学術振興会の秩序及び規律をみだす行為。 

３ 理事長は、委員又は専門委員が第１項又は第２項の規定に違反した場合、

その他委員又は専門委員たるに相応しくないものと認めたときは、当該委員

又は専門委員の委嘱を解くことができる。 
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（委員長及び副委員長） 

第６条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。 

２ 委員長は、委員会の会務を総理する。 

３ 委員長の指名により、副委員長を置くことができる。副委員長は、委員長

を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理し、委員長が欠けた

ときはその職務を行う。 

 

（議事） 

第７条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決することが

できない。 

  ただし、当該議事につき、書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は、

出席者とみなす。  

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、

議長の決するところによる。 

４ 委員は、自己の関係する機関に関する事案については、その議事の議決に

加わることができない。 

５ 緊急その他やむを得ない事情と委員長が認める場合は、委員長は、議事の内

容に応じ、事案の概要を記載した書面を全委員に送付し、意見を徴することで

議事を開くことができるものとし、その結果をもって議決とすることができる。 

６ 前項の場合において、委員会の議事は全委員の過半数をもって決し、可否同

数のときは、委員長の決するところによるものとする。 

 

（部会） 

第８条 委員会に調査審議を分担させるため、必要な部会を置く。 

２ 部会は、調査審議の結果について委員会に報告する。 

３ 部会に分属すべき委員及び専門委員は、委員長が指名する。 

４ 部会の議事については第７条第１項から第６項の規定に準用する。この場合

において、「委員長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「委員及び

専門委員」と読み替えるものとする。 

 

（部会長及び副部会長） 

第９条 部会に部会長及び副部会長を置く。 

２ 部会長は、部会に分属する委員の中から委員長が指名する。 

３ 部会長は、部会の会務を掌理する。 

４ 副部会長は、当該部会に分属する委員及び専門委員の中から委員長が指名す

る。 

５ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理

し、部会長が欠けたときはその職務を行う。 

 

（意見の聴取） 

第１０条 委員会において必要と認める場合には、委員及び専門委員以外の学識

経験のある者に意見を求めることができる。 

 

（雑則） 



第１１条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委

員会が定める。 

 

附 則 

１ この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和２年５月７日規程第１４号） 

１ この規程は、令和２年５月７日から施行する。 

 


